
１．マニュアル等の作成

４．地方財政措置

公営企業会計の適用拡大に係る支援方策

○ 公営企業会計の適用に係る具体的な業務について取りまとめたマニュアルや、先行団体の事例を掲載した
先進事例集、団体からの質問を取りまとめた質疑応答集を作成・公表。

⇒ 利便性向上のため、各種マニュアル等を一元化した上で、地方公共団体における取組の進捗や各団体との
質疑応答を踏まえ、先進事例集や質疑応答集を充実。

○ 公営企業会計の適用に要する経費の財源に充当するための公営企業債（公営企業会計適用債）を措置。

⇒ 下水道事業及び簡易水道事業（重点事業）について、元利償還金に対する交付税措置を継続するとともに、
重点事業以外の事業についても新たに交付税措置。

２．人的支援制度

○ 市町村に対する専門人材の派遣等により、公営企業会計の適用に係る個別具体的な助言を実施。

⇒ 派遣制度の量的・質的な拡充を図るとともに、専門人材を活用し、小規模な団体における公営企業会計の適
用のモデル事業を導入。

○ 現在、各都道府県が市町村を対象として、公営企業会計の適用の推進のための研修等を実施。

⇒ 市町村の取組支援のため、都道府県と市町村が参加する体制を構築し、当該体制の下で、個別相談会や、
専門人材の養成及び各市町村への派遣を実施。また、都道府県がこれらの取組に要する経費について、新た
に交付税措置。

３．都道府県による市町村の支援



プラットフォーム（都道府県－市町村連絡会議）の設置

都道府県による市町村支援体制の構築

○ 都道府県は個別市町村の状況を把握し、上記の取組を通じ、適切な助言等を実施
○ 市町村は自団体の課題を把握するとともに、他団体との情報交換を通じて取組を促進
○ 都道府県が招聘する専門人材のサポートにより、専門性を確保
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市町村間の連携支援

○ 新ロードマップの推進に向けて都道府県に対し、個別市町村の状況を的確に把握し、その取組を総合的に支援することを要請。
○ 市町村の取組に要する経費（会計適用債の対象）や、都道府県が行う市町村支援に要する経費について、普通交付税措置。
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公営企業会計の適用拡大に係る地方財政措置

新たなロードマップにおいて、現行の重点事業を含む全ての法非適用事業について公営企業会計の適用を要請することを踏ま
え、公営企業会計適用の取組や当該取組に対する支援に要する経費等について、地方財政措置の拡充・新設を行う

○ 概要：法非適用事業における公営企業会計適用に要する経費について、地方債（公営企業会計適用債）を充当した場合に、
その元利償還金の一部を一般会計からの繰出しの対象とし、当該繰出しについて地方交付税措置

○ 対象経費：地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費（基礎調査・基本計画等策定経費、資産評価・資産台帳作成
経費、財務会計システム導入経費等をいう。ただし、財務規定等の適用に係る事務に従事する職員の給料等は原
則として含まれない。）
※ 「公営企業経営支援人材ネット事業」を活用した場合の、専門人材招へいに要する経費も含む

○ 財政措置：
－ 簡易水道事業［継続］ ：元利償還金の1/2に繰出し、繰出額の100％に普通交付税措置
－ 下水道事業［継続］ ：元利償還金の一部に繰出し、元利償還金の21～49％に普通交付税措置
－ 上記以外の事業［新規］：元利償還金の1/2に繰出し、繰出額の50％に特別交付税措置

（都道府県・指定都市については財政力補正あり）
○ 措置期間：平成31～平成35年度

１．公営企業会計の適用に要する経費に係る地方財政措置【拡充】

２．都道府県が行う市町村への支援に係る地方財政措置【新規】

○ 概要：都道府県が行う市町村の公営企業会計適用の取組への支援に要する経費について、普通交付税措置

○ 対象経費：会議・研修会等の開催、市町村を対象とした個別相談の実施、個別市町村との連絡調整（職員派遣等）、専門人
材養成（研修実施費等）に要する経費

○ 措置期間：平成31～平成35年度

３．公営企業会計適用前後の資本費平準化債の発行可能額に係る激変緩和措置【新規】

○ 概要：公営企業会計の適用に伴い資本費平準化債の発行可能額が減少する場合について、激変緩和措置を講ずる
○ 措置内容：平成35年度までに会計適用した事業について、３年間にわたって激変緩和措置を実施（会計適用後の発行可能額

が非適用の場合の算定方法に基づく発行可能額を下回る場合、差額に一定率を乗じた額を加算）




